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（３）危機的な渇水への対策推進 

（年度計画） 

気候変動適応計画（令和３年10月22日閣議決定）に基づき、危機的な渇水に備えるため、水資源開

発水系において、関係者が協働して渇水による影響等を想定し、渇水対応の手順を明らかにする「渇

水対応タイムライン」の策定に積極的に参画するなど地域一体となって国、地方公共団体、利水者、

住民関係者相互の連携強化や渇水対応力の向上に重点的に取り組む。 

＜指標＞ 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

協議会等への出席率 100％ 100％ 100％  

タイムライン策定数 ４水系 ４水系 ４水系  

・水資源開発水系における渇水調整のための協議会等への出席率 100％ 

・水資源開発水系における渇水対応タイムラインの策定数 

（令和６年度における取組） 

○ 渇水対応力の向上 

■ 渇水対応タイムラインの策定 

渇水対応タイムラインは、危機的な渇水に備えるため、関係者の立場ごとに、渇水の初期から徐

々に深刻化していく状況（渇水シナリオ）に沿って、「渇水時の影響や被害を軽減するための対策

とその時期」を示した行動計画である。これにより、関係機関相互の連携が強化され、渇水対応力

の向上が図られるとともに、関係者の取組みを関係住民及び関係事業者が理解を深めることによ

り、地域が一体となった渇水対策の推進を目指している。 

吉野川水系では、気候変動等の影響により、渇水リスクの高まり等が懸念され、今後、ますます

関係者間の連携や地域が一体となった異常渇水等への対応が重要となってくることを踏まえ、四国

地方整備局、四国４県、機構が協働して、渇水による影響等を想定し、渇水対応の手順を明らかに

する「吉野川水系渇水対応タイムライン」を全国のフルプラン水系に先がけて令和３年１月に策定

した（図－１）。 

また、淀川水系では、近畿地方で初となる淀川水系渇水対応タイムラインを５つの渇水対策会議

等ごとに作成し、令和３年４月から試行運用を開始した（図－２）。 

利根川水系及び荒川水系においては、関東地方初となる「利根川水系渇水対応タイムライン」及

び「荒川水系渇水対応タイムライン」を策定し、令和３年12月16日から運用を開始した（図－

３）。 

現在、渇水対応タイムラインを策定した４水系（利根川水系、荒川水系、淀川水系、吉野川水

系）において運用を行っている。 

令和６年度は、利根川水系、淀川水系及び吉野川水系で発生した渇水において、渇水対応タイム

ラインに基づき、ダム貯水率に基づいた自主節水や取水制限開始のタイミングを判断するなどの渇

水対応を行った。 

渇水対応タイムライン未策定の３水系（豊川水系、木曽川水系、筑後川水系）のうち、豊川水

系、木曽川水系については、策定の動きはない状況であるが、筑後川水系については、引き続き渇

水対応タイムラインの策定に向け、関係機関と調整を進めている。 
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① 四国地方整備局記者発表資料      ② 吉野川水系 渇水対応タイムライン（徳島県） 
図－１ 吉野川水系渇水対応タイムライン 

  

① 近畿地方整備局記者発表資料        ② 淀川水系（木津川渇水対策会議）渇水対応タイムライン 
図－２ 淀川水系渇水対応タイムライン 

  

①  関東地方整備局記者発表資料          ② 利根川水系渇水対応タイムライン 
図－３ 利根川水系渇水対応タイムライン 

 

（https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000818297.pdf） 

（https://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/2021/sih68m000000bi7y-att/20210409-2todogawatimelain.pdf） 

（http://www.skr.mlit.go.jp/pres/r2backnum/i3107/210128-2.pdf） 
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■ 渇水調整のための協議会等への出席 

令和６年度は、渇水調整のために開催された渇水調整協議会等に全て出席し、渇水被害の軽減の

ために緊密な連携が図られるよう、国や地方公共団体、関係機関、利水者へダムの水源情報等につ

いて情報共有を行った（表－１）。 

表－１ 渇水調整協議会等への出席状況
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（中期計画の達成状況） 

吉野川水系では、全国のフルプラン水系に先がけて、吉野川水系渇水対応タイムラインを令和３年

１月に策定した。 

また、淀川水系では、近畿地方で初となる淀川水系渇水対応タイムラインを５つの渇水対策会議等

ごとに作成し、令和３年４月から試行運用を開始した。 

利根川・荒川水系では、関東地方初となる利根川水系渇水対応タイムライン及び荒川水系渇水対応

タイムラインを策定し、令和３年12月16日から運用を開始した。 

令和６年度は、利根川水系、淀川水系及び吉野川水系で発生した渇水では、渇水対応タイムライ

ンに基づき、ダム貯水率に基づいた自主節水や取水制限開始のタイミングを判断するなどの渇水対

応を行った。 

渇水対応タイムライン未策定の３水系（豊川水系、木曽川水系、筑後川水系）のうち、豊川水系、

木曽川水系については、策定の動きはない状況であるが、筑後川水系については、引き続き、渇水対

応タイムラインの策定に向け、関係機関と調整を進めている。 

また、渇水調整のために開催された渇水調整協議会等に全て出席し、渇水被害の軽減のために緊密

な連携が図られるよう、国や地方公共団体、関係機関、利水者へダムの水源情報について情報共有を

行った。 

これらの取組により、困難度を高く設定した目標について、中期計画における所期の目標を達成す

ることができたと考えている。 
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１－１－２ 洪水被害の防止・軽減 

（１）的確な洪水調節等の実施と関係機関との連携 

（年度計画） 

洪水被害の防止・軽減を図るため、ダム等の施設により的確な洪水調節等を実施するとともに、河

川管理者、関係地方公共団体と連携し、流域の安全を確保する。 

① 施設管理規程に基づく洪水調節等を的確に行い、ダム等の治水効果を確実に発揮させる。 

② 洪水時におけるダム等の操作、ダム等下流の河川の状況、計画規模を超える出水における浸水

被害想定等について、河川管理者と連携して地方公共団体に説明し、当該地域における浸水リス

クについての認識を共有する。 

また、ダム等下流地方公共団体の防災力の向上に資するため、流域治水協議会及び大規模氾濫

減災協議会に参画するほか、ダム等の放流警報設備を情報伝達手段として活用することについて

地方公共団体に働きかけを行う。 

③ 洪水時には、地方公共団体を始めとする関係機関に、防災、避難等の判断に資する情報の提供

等を適時的確に行う。また、過去の台風や豪雨等による災害発生時に機構が関係機関と連携して

取り組んだ事例や成果等を、より多くの関係者に分かりやすく情報発信する。 

＜定量目標＞ 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

洪水調節適正実施割合 100％ 100％ 100％  

・各年度の洪水調節適正実施割合 100％ 

＜指標＞ 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

説明会等の実施件数 45件 59件 68件  

・機構が管理する特定施設及び利水ダムの関係者（国や地方公共団体を除く。）への洪水被害軽減のための取組事例や成果等

を情報発信するための説明会等の実施件数 

（令和６年度における取組） 

① 施設管理規程に基づく的確な洪水調節等 

■ 的確な洪水調節等 

ダム施設による洪水対応として、12ダムにおいて、施設管理規程に基づく的確なゲート等の操作

を行うとともに、降雨状況を含めた水文情報を基に、放流通知、警報・巡視等を実施することによ

り、洪水を一時的にダムに貯留して下流河川に流下する流量を低減させ、ダム下流域における洪水

被害の防止・軽減を図った。 

湖沼水位調節施設による洪水対応として、霞ヶ浦において、施設管理規程に基づく的確な水門ゲ

ート・排水ポンプ等の操作を行うことにより、湖沼周辺地域の洪水被害の防止・軽減を図った。 

河口堰による洪水対応として、利根川河口堰、長良川河口堰及び筑後大堰において堰上流の水位

や堰下流の水位（潮汐の影響を含む。）等を把握し、施設管理規程に基づく的確なゲート等の操作を

行うことにより、沿川地域の洪水被害の防止・軽減を図った。 

水路施設による洪水対応として、武蔵水路において、水路周辺地域の河川水位や水路水位等を把

握し、施設管理規程に基づく的確な水門ゲート等の操作を適切に行うことにより、周辺地域の洪水

被害の防止・軽減を図った。 
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■ 洪水対応業務の実績 

洪水等による災害発生が予測されるときには、本社、支社局、現場管理所ごとに定める防災業務

計画等に基づいて、警戒を要するレベルに応じた防災態勢（注意態勢、第一警戒態勢、第二警戒態

勢、非常態勢）をとり、所定の防災要員を確保して、洪水対応に当たった。 

各管理所においては、準備段階の対応として、水象・気象等に関する情報収集、設備の事前点

検、降雨・流出予測に基づく防災態勢判断及びゲート等施設操作の計画立案等を行うとともに、ゲ

ート等の施設操作に当たっては水象・気象等の情報を収集・分析しつつ、関係地方公共団体・関係

機関への事前の情報通知、警報設備（サイレン・スピーカ）による河川利用者等への危険周知、警

報車による河川巡視を実施する等、一連の洪水対応業務を状況に応じて適時、的確に実施した。 

令和６年度において、洪水（風水害）に起因する防災態勢の実績は、防災態勢延べ日数2,692日、

一特定施設当たりの平均態勢日数39.1日（図－１）。 

 
図－１ 洪水（風水害）に起因する防災態勢日数の実績 

■ 洪水調節等の実績 

洪水調節を目的に含むダム施設、湖沼水位調節施設、河口堰施設及び水路施設について、施設管

理規程に基づき適正に施設操作を行った。 

１．ダム施設 

洪水調節を目的に含む全25ダムのうち12ダムにおいて、延べ38回の洪水調節（図－２、表－１）

を行った。適正に洪水調節を実施して下流沿川の洪水被害の防止・軽減を図ることで、洪水調節

適正実施割合100％を達成した。 

２．湖沼水位調節施設 

湖沼水位調節施設（琵琶湖、霞ヶ浦）のうち、霞ヶ浦では３回の内水排除操作を実施し、延べ

約222万㎥の内水を排除することにより、霞ヶ浦沿岸地域の内水氾濫被害の軽減に努めた。（表－

２）。 
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３．河口堰施設 

４河口堰中３河口堰において延べ27回（利根川河口堰16回、長良川河口堰７回、筑後大堰４回）

のゲート全開操作を実施して洪水を安全に流下させた（表－３）。 

４．水路施設 

武蔵水路において１回の内水排除操作を実施し、延べ約161万㎥内水を水路内へ取り込み荒川

に排水することにより、水路沿い地域の内水氾濫被害の軽減に努めた（表－４）。 

 

図－２ 及び過去10ヵ年の洪水調節回数（各水系） 
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表－１ 洪水調節実績一覧 
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表－２ 霞ヶ浦内水排除実績一覧 

番号 日付 出水原因 
累積雨量 
（㎜） 

総排出量 
（約万㎥） 

１ ５月13日 前線 40 46 

２ ６月18日 前線 95 120 

３ ８月15日 台風7号 39 56 

   延べ 222 

表－３ 洪水によるゲート全開操作実績一覧 
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表－４ 武蔵水路内水排除実績一覧 

番号 日 時 出水原因 
累積雨量 
（㎜） 

総排水量 
（約万㎥） 

１ ８月30日 台風10号 110 161 

   延べ 161 

また、洪水対応が確実に行えるように、定期的な電気通信設備及び機械設備の点検、整備及び計画

的な設備更新を適切に行う等、設備機能の維持・保全を図った（表－５、図－３、写真－１、２）。 

表－５ 定期的に点検を行う設備の例（電気通信設備・機械設備） 

区分 設    備    名    等 

機械設備 
 

放流設備       エレベータ設備   選択取水設備  
取水設備      

通信設備 多重通信装置     搬送端局装置     移動通信装置 
電話交換装置     ケーブル類      給電線類 
空中線類       空中線設備     反射板 

電気設備 受変電設備      無停電電源設備   直流電源設備 
予備発電設備     受電引込柱等    ケーブル接続 

電子応用設備 管理用制御処理設備  テレメータ設備   放流警報設備 
レーダ雨量計端末装置 ＣＣＴＶ設備    観測装置  

その他 通信機械室      電気室       配線ケーブル 
照明設備       中継局舎等     中継局電源     その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ ダムの基本的な設備例（一庫ダム：重力式コンクリートダム） 

   

 

 

 

 

 

 

 

写真－１ 雨量観測設備          写真－２ 警報設備 

選択取水設備 

貯水池側 
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■ 主な洪水対応実績 

主な洪水対応実績として、令和６年５月前線における池田・早明浦ダム、令和６年７月前線にお

ける阿木川ダムの防災操作及び令和６年８月台風10号における徳山ダム・横山ダムの概要を以下に

示す。 

１．令和６年５月前線における洪水調節（池田ダム・早明浦ダム） 

前線を伴った低気圧が令和６年５月27日から28日にかけて日本付近を通過し、低気圧や前線に

暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が非常に不安定となり、西日本から東日本にか

けて大雨となった（図－４）。 

この降雨による洪水に対して、早明浦ダムでは、最大流入量（毎秒約908㎥）において、約83％

に相当する毎秒約758㎥の洪水をダムに貯留した。この時、吉野川では、池田地点において「はん

濫危険水位(8.00m)」に迫る水位7.70mを記録したが、吉野川上流ダム群による洪水調節により、

池田地点において、河川水位を約0.57m低減させたため、はん濫危険水位の超過を防いだ。 

 

図－４ 令和６年５月28日６時の気象衛星赤外画像(左)と天気図(右)(出典：気象庁) 
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図－５ 令和６年５月前線時の吉野川上流ダム群の治水効果（記者発表） 
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２．令和６年７月前線における洪水調節（阿木川ダム） 

東日本付近に停滞した梅雨前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込み、岐阜県では

活発な雨雲が発生した。この影響により令和６年７月16日から17日にかけて、阿木川ダム(岐阜県

恵那市)の上流では、約95mmの流域平均総雨量を観測した。 

この降雨による洪水に対して、阿木川ダムでは、最大流入時(毎秒約282㎥)において、約92％に

相当する毎秒約260㎥の洪水をダムに貯留した。この洪水調節により、阿木川ダムの下流（大門地

点）において、河川水位を約1.40m低減させ、はん濫危険水位の超過を防いだ（図－６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 令和６年７月前線時の阿木川ダムの防災操作状況（記者発表） 
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３．令和６年８月台風10号における洪水調節（徳山ダム・横山ダム） 

令和６年８月29日に鹿児島県に上陸した台風10号は、その後、九州・四国を通過して東海道沖

に進み、令和６年９月１日に紀州半島の沖において、熱帯低気圧となった。台風10号の影響によ

り、令和６年８月29日から31日にかけて、徳山ダム（岐阜県揖斐川町）の上流では、約207mmの流

域平均総雨量を、横山ダム（岐阜県揖斐川町）の上流では、約247mmの流域平均総雨量を観測した。 

水資源機構の施設である徳山ダム（上流側）と国土交通省の施設である横山ダム（下流側）と

は、揖斐川本川の上下流に位置し、より効率的・効果的な管理を目的として、令和６年度から横

山ダムの管理を水資源機構が受託していたことから、台風10号の大雨に対して、徳山ダムと横山

ダムとが流入量予測やダム操作のタイミング等の情報交換をより密に行い円滑な防災操作を実施

した。 

徳山ダムでは最大流入量時（毎秒約488㎥）において、全量をダムに貯留し、横山ダムでは最大

流入時（毎秒約445㎥）において、約38％に相当する毎秒約168㎥をダムに貯留し、２ダムで約1,140

万㎥の洪水を貯留した。 

この洪水調節により、揖斐川の岡島地点（揖斐川町）において、河川水位を約1.10m低減させ、

出動水位の超過を防ぐとともに、万石地点（大垣市）において、河川水位を約0.50m低下させた。 

 

図－７ 令和６年台風10号における横山・徳山ダムの連携した防災操作状況（記者発表） 

② 浸水被害想定等の取組及び関係地方公共団体との認識の共有 

■ 浸水リスクの認識共有 

ダム計画規模を超える出水における円滑かつ迅速な避難の確保等を図るため、河川管理者と調整

して作成した想定最大規模降雨（L2）による浸水想定図を、河川管理者又はダム管理者から公表し

ていることを関係地方公共団体等に周知するとともに、地域住民を対象とした説明会を実施し、浸

水リスクの認識共有を図った（写真－３）。 

洪水調節を目的に含む全25ダム及び利水ダムである牧尾ダムにおいて、洪水期前に防災操作説明

会を開催し、洪水時のダムの防災操作（緊急放流含む）、ダム下流河川の状況を説明するとともに、



 

１－１－２（１） 

- 33 - 

 

計画規模を超える出水時における浸水被害想定等について説明し、浸水リスクについての認識を共

有した（写真－４）。 

表－６ ダム防災操作説明会の実施状況（令和６年度） 

 

 

  
地元自治会への説明状況(岩屋ダム)       地元コミュニティへの説明状況(寺内ダム) 

写真－３ 地域住民への説明状況 
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写真－４ 防災操作説明会の開催状況 

（左：下久保ダム(水機構)と神水ダム(群馬県)の合同開催 右：牧尾ダム） 

■ ダム等の放流警報設備を情報伝達手段として活用 

ダム等の放流警報設備を放流警報時に支障とならない範囲で利用し、市町村が流域住民に災害情

報や警戒避難に関する情報を周知する際の情報伝達手段として活用することについて、ダム下流の

関係市町村等の地方公共団体に対して説明を行うとともに、既に協定締結済みの関係市町村と警報

設備の利用要請をダム管理者に伝達する訓練を行う等の取組を行った。なお、令和６年度末時点に

おいて、機構14ダムの関係19市町村とダム等の放流警報設備を情報伝達手段として活用するための

協定を締結している（表－７）。 

表－７ 放流警報設備による災害情報伝達に関する協定締結状況 
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■ 流域治水協議会及び大規模氾濫減災協議会への参画 

令和２年度の社会資本整備審議会の答申にて、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえて、

あらゆる関係者が協働して流域全体で対応する「流域治水」への転換を推進し、防災・減災が主流

となる社会を目指すこととされ、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うこと

を目的に流域ごとに流域治水協議会が設立されており、機構の関連水系において10の流域治水協議

会（表－８）に参画し、流域治水に関する協議・情報共有を図った。 

ダム等下流地方公共団体の防災力向上に資するため、機構が管理するダム等の関連する河川及び

氾濫ブロックごとに設置された28の大規模氾濫減災協議会（表－９）に参画し、出水時におけるダ

ムからの情報伝達や洪水発生時の対応に関する説明を行うなど、情報の共有・リスクコミュニケー

ションに努めたほか、当該河川の危険箇所等の共同点検活動に参加した。 

下久保ダムでは、烏川および神流川流域の関係機関により組織された大規模氾濫減災協議会にお

いて、Web会議により河川・気象情報の伝達や危機感の共有を円滑に実施できるようホットライン訓

練に参加した。 

表－８ 流域治水協議会の取組状況 
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表－９ 大規模氾濫減災協議会の取組状況 

 

③ 関係機関等への適時的確な情報提供及びより多くの関係者への分かりやすい情報発信 

■ 防災、避難等の判断に資する情報の適時的確な提供 

洪水時には、防災情報や避難等の判断に資する情報を地方公共団体をはじめとする関係機関に対

して適時的確に提供している。 

令和６年度は、洪水調節を目的に含む全25ダムのうち12ダムにおいて、延べ38回の洪水調節を実

施し、洪水に至らない中小規模の出水時を含め、防災、避難等の判断に資する情報として、ダムの

防災操作に関する通知や警報等の情報伝達を関係地方公共団体及び関係機関に対して確実に実施し

た。 

令和６年８月の台風10号は勢力が強く移動速度が非常に遅かったことから、進路予測が非常に困

難であり、最悪の場合緊急放流に至る可能性も考慮して、台風接近前に日吉ダム所長及び池田総合

管理所長から地元首長に対して、ホットラインにより事前に情報共有を図った。 
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下久保ダムでは、大規模災害発生時において、ダム下流自治体（群馬県藤岡市）が気象台や河川

管理者、ダム管理者、消防等の関係機関との連携した動きを確認することを目的とした訓練に参加

し、緊急放流に係わるダム操作の情報を沼田総合管理所長から藤岡市長へ直接連絡するホットライ

ン訓練を行った（写真－５）。 

   

写真－５ 沼田総合管理所長から藤岡市長へのホットライン訓練 

■ より多くの関係者への分かりやすい情報発信 

令和６年度は、ダムの防災操作や放流警報などについて、分かりやすい内容でとりまとめ、HPへ

の掲載やダム下流の地域住民等に配布するなど、情報発信を行った（図－８、写真－６）。 

洪水調節を実施したダムについては、出水後速やかにダムの防災操作の効果について記者発表や

HP等に公表するなど、ダムによる洪水被害の軽減効果について情報発信を行った（図－９） 

上記のような、地域住民や河川利用者等を含めたより多くの関係者に対し、過去の台風や豪雨等

による災害発生時に機構が関係機関と連携して取り組んだ事例や成果等を情報発信するための説明

会等を68件行った。 

   
図－８ 地域住民等へ配布したチラシ等の事例（阿木川ダム）  
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